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（１） （４）

10月31日㊐
投票日です。

午前８時30分～午後８時
辰野町役場 投票所入場券

午前７時～午後８時
投票所入場券をご確認ください。

投票時間
場　　所

辰野町議会議員補欠選挙
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

気軽に期日前投票の活用を！

辰野町議会議員補欠選挙
選挙公報 辰野町選挙管理委員会

令和3年10月31日執行令和3年10月31日執行

10/27㊌～10/30㊏
投票所では感染症対策に取り組んでいます

辰野町議会議員補欠選挙の投票日です
10 月 31日 日曜日は 忘れずに

投票してね

投票時間

場所 持ち物

（
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は
候
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ま
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。
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）

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
については10/20㊌～10/30㊏

◯定期的な換気　　　◯定期的な投票所内の消毒
◯出入口に手指消毒液を設置
◯消毒済み鉛筆の用意
　（ご自身でお持ちになった鉛筆等も使用できます。）
◯事務従事者の面前に飛沫防止フィルムを設置

投票所へお越しの際は
次のとおりご協力をお願いします
◯マスク着用等の「咳エチケット」　
◯消毒液による手指消毒
◯周りの方との距離の確保　　
◯来場前後の手洗い、うがい等
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